
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークの中で移動局を活性化するための方法であって、
　電波による活性化プロセッサのためのネットワーク・ルーティング・アドレスに変換可
能な情報を含んでいる登録メッセージを ノードに

おいて受信するステップと、
　 該情報を該アドレスに変換する
ステップと、
　 該電波による活性化プロセッサに該登録メッセージを回送する
ステップと、
　該受信された登録メッセージに応答して、該電波による活性化プロセッサにおいて活性
化プロセスを起動するステップと、
　該活性化プロセスに応答して、 該移動局に活性化パラメータを送
信するステップとを含む方法。
【請求項２】
　該 が複数の移動局から複数の該登録メッセージを受信し、その複数の各
登録メッセージが該アドレスに変換可能な同じ該情報を含んでいることを特徴とする、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　該アドレスに変換可能な該情報がＯＴＡＦのＩＤ番号であることを特徴とする、請求項

10

20

JP 3939397 B2 2007.7.4

該無線通信ネットワーク内の１つの ある
移動交換センタに

該移動交換センタに接続されている信号転送ポイントで

該信号転送ポイントから

該移動交換センタから

移動交換センタ



２に記載の方法。
【請求項４】
　該 が複数の移動局から複数の該登録メッセージを受信し、その複数の各
登録メッセージが該アドレスに変換可能な互いに異なる該情報を含んでいることを特徴と
する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　該アドレスに変換可能な該情報がダミーのＭＩＮであることを特徴とする、請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　該移動局と活性化センターとの間に音声チャネルを確立するステップと、
　該音声チャネルから受信された情報に応答して、該電波による活性化プロセッサに対し
て該活性化センターからオーソライゼーション・データを送信するステップと、
　該オーソライゼーション・データに応答して、 該活性化プロセス
を完了するステップとをさらに含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信ネットワークにおいて移動局を活性化するための方法であって、
　電波による活性化プロセッサのためのネットワーク・ルーティング・アドレスを含んで
いる登録メッセージを ノード に
おいて受信するステップと、
　 該登録メッセージを該電波による活
性化プロセッサへ回送するステップと、
　該受信された登録メッセージに応答して、該電波による活性化プロセッサにおいて活性
化プロセスを起動するステップと、
　該活性化プロセスに応答して、 該移動局に活性化パラメータを送
信するステップとを含む方法。
【請求項８】
　該 が複数の該登録メッセージを複数の移動局から受信し、その複数の各
登録メッセージが同じ該アドレスを含んでいることを特徴とする、請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　該 が該複数の登録メッセージを複数の移動局から受信し、複数の各登録
メッセージが該アドレスの相互に異なる値を含んでいることを特徴とする、請求項７に記
載の方法。
【請求項１０】
　該移動局と活性化センターとの間に音声チャネルを確立するステップと、
　該音声チャネルから受信された情報に応答して、該電波による活性化プロセッサに対し
て該活性化センターからオーソライゼーション・データを送信するステップと、
　該オーソライゼーション・データに応答して、 該活性
化プロセスを完了するステップとをさらに含んでいる、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　無線通信ネットワークにおいて移動局を活性化するためのシステムであって、
　ネットワーク内の電波による活性化プロセッサと、
　該電波による活性化プロセッサのためのネットワーク・ルーティング・アドレスに変換
可能な情報を含んでいる登録メッセージを受信する、該ネットワーク内の１つのノードに
ある移動交換センタと、
　該情報を該アドレスに変換する該ネットワーク内の該移動交換センタに結合されている
信号転送ポイントとを含み、
　該信号転送ポイントは該登録メッセージを該ネットワーク内の該電波による活性化プロ
セッサに対して該登録メッセージを回送し、
　該電波による活性化プロセッサは該受信された登録メッセージに応答して活性化プロセ
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スを起動し、そして該移動局に対するパラメータの送信を起こさせることを特徴とするシ
ステム。
【請求項１２】
　該移動交換センターが、複数の移動局から複数の該登録メッセージを受信し、その複数
の各登録メッセージが該アドレスに変換可能な同じ該情報を含んでいることを特徴とする
、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　該アドレスに変換可能な該情報がＯＴＡＦのＩＤ番号であることを特徴とする、請求項
１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　該移動交換センタが該複数の登録メッセージを複数の移動局から受信し、その複数の各
登録メッセージが該アドレスに変換可能な互いに異なる該情報を含んでいることを特徴と
する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　該アドレスに変換可能な該情報がダミーのＭＩＮであることを特徴とする、請求項１４
に記載のシステム。
【請求項１６】
　該移動局によって確立された音声チャネルを有している該ネットワーク内の活性化セン
ターをさらに含んでいて、
　該活性化センターは該音声チャネルから受信された情報に応答して、該電波による活性
化プロセッサに対してオーソライゼーション・データを送信し、
　該オーソライゼーション・データに応答して、該電波による活性化プロセッサが該活性
化プロセスを完了することを特徴とする、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　無線通信ネットワークの中で移動局を活性化するためのシステムであって、
　ネットワーク内の電波による活性化プロセッサと、
　該電波による活性化プロセッサのためのネットワーク・ルーティング・アドレスを含ん
でいる登録メッセージを受信する、該ネットワーク内のノードにある移動交換センタとを
含み、
　該移動交換センタは該電波による活性化プロセッサに対して該ネットワーク内で該登録
メッセージの回送を発生させ、
　該電波による活性化プロセッサは該受信された登録メッセージに応答して活性化プロセ
ッサを起動し、そして該移動局に対してパラメータの送信を起こさせることを特徴とする
システム。
【請求項１８】
　該移動交換センタが該複数の登録メッセージを複数の移動局から受信し、複数の各登録
メッセージが同じ該アドレスを含んでいることを特徴とする、請求項１７に記載のシステ
ム。
【請求項１９】
　該移動交換センタが複数の該登録メッセージを複数の移動局から受信し、複数の各登録
メッセージが相互に異なる該アドレスの値を含んでいることを特徴とする、請求項１７に
記載のシステム。
【請求項２０】
　該移動局によって確立された音声チャネルを有している該ネットワーク内の活性化セン
ターをさらに含んでいて、
　該活性化センターは該音声チャネルから受信された情報に応答して、該電波による活性
化プロセッサに対してオーソライゼーション・データを送信し、
　該電波による活性化プロセッサは該オーソライゼーション・データに応答して、該活性
化プロセスを完了することを特徴とする、請求項１７に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、概して、移動無線電話機の電波による活性化（ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）に関し
、特に、移動交換センターから固定のサポート・ネットワークの中の電波による活性化プ
ロセッサに対して登録通知を送信するための、ルーチング情報を提供するための方法およ
び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術、及び、発明が解決しようとする課題】
ここで使われる用語「移動局」は電磁波の手段によってネットワーク内の基地局と情報を
通信する共通の性質を共有する移動遠隔通信ユニットの包括的な集合を含む。移動局は基
地局と音声情報を交換するように主として設計されている移動無線電話機セットおよびセ
ルラー電話機セットなどの移動電話装置を含む。また、この用語は主としてデータを交換
するために設計されているページャ、移動ファクシミリ装置、および世界的測位システム
（ＧＰＳ）ビークル・ロケータ装置などの移動データ通信装置を含む。また、「移動局」
という用語は電話およびファクシミリ通信機能の両方を備えているパーソナル・コミュニ
ケーションズ・サービス（ＰＣＳ）ユニットなどのハイブリッド・デバイスも含む。移動
局による通信はセルラー電話の中で使われているように、無線電波によって行なうことが
できる。しかし、移動局は地球の軌道衛星を含む電磁的リンク上でも、あるいは光学的ま
たは赤外線放射を含む代わりの電磁的リンク上でも通信することができる。
【０００３】
基地局が固定のサポート・ネットワークの中で他の通信ノードに対して接続されている場
合、そのネットワークは他の通信ノードが移動局へ情報を送信できるようにするために、
その移動局に対するルーチング情報を必要とする。登録は移動局が自分の現在位置をアナ
ウンスし、入接続呼を固定のサポート・ネットワークが適切な基地局へ転送するようにす
るために、移動局によって使われるプロセスである。移動局が新しい基地局の動作範囲内
に入って来た時、その移動局は自分の現在位置をアナウンスしなければならない。これを
行うためには、その移動局は自分の移動識別番号（ｍｏｂｉｌｅ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｎ
ｕｍｂｅｒ）（ＭＩＮ）付きのメッセージをその新しい基地局に対して送信しなければな
らない。ＭＩＮはサービスに対して顧客に料金請求をすることができるように、そしてそ
のネットワークが入接続呼を回送することができるように、固定のサポート・ネットワー
クによってその移動局に対して割り当てられる番号である。ＭＩＮはその基地局が顧客に
よって初めて使われる前に、その移動局の中にプログラムされなければならない。このプ
ロセスが「活性化」と呼ばれる。
【０００４】
例えば、普通、移動無線電話機はそれがサービス・プロバイダーによって登録され、サー
ビスを許可されるまで、無線電話呼出しを開始または完了することはできない。移動無線
電話サービスのプロバイダーは、新しい顧客はいずれもその移動無線電話機をプログラミ
ングのためにオーソライズされたサービス・センターへ持参し、その電話機にネットワー
ク内でのサービスが許可されるようになることを要求する。その移動局の加入者に対して
固有の、そしてそのセットに対して必要なサービスに固有の情報がその移動無線電話機に
入力されて格納されなければならない。例えば、セルラー移動電話通信サービスにおいて
は、そのような情報は番号割り当てモジュール（ｎｕｍｂｅｒ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　
ｍｏｄｕｌｅ）（ＮＡＭ）指定パラメータと呼ばれる。セルラー電話のサービス・プロバ
イダーが現在手動でセルラー電話機セットの中に入力するＮＡＭパラメータの例としては
、システム識別、電話番号、アクセス・オーバヘッド・クラス、グループ識別情報、初期
ページング・チャネル、セキュリティ・ロック・コード、ローカル使用フラグ、Ａ／Ｂシ
ステム選択、およびＭＩＮマーク・フラグなどがある。セルラー電話の顧客は新しいセル
ラー電話機セットをサービス・プロバイダーまたは担当者に対して提示し、番号がＭＡＮ
モジュール（約３０バイトの情報から構成されている）によってそのセルラー電話機セッ
トの中に手動で入力されるようにしなければならない。セルラー移動局電話通信サービス
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に対して毎年数多くの新しい顧客がある。サービス・プロバイダーの多数の従業員または
営業担当者は広い範囲の地理的領域にわたっていて、新しい顧客に対するプログラムされ
ていないセルラー電話機セットの中にＮＡＭモジュールを手動で入力することを担当する
。このためには、その活性化プロセスを統合する際にサービス・プロバイダーを支援する
ための集中型データベースを使う必要がある。サービス・プロバイダーの従業員は通常は
ワークステーション・コンピュータを使って顧客のアプリケーション・データを入力する
。そのワークステーションは中央のデータベースにリモートに接続されていて、その新し
い顧客の申請データを処理のためにデータ・ベースに対して送信する。集中型データベー
スは、その新しい顧客についての信用チェックを実行することができ、利用できるサービ
ス、電話番号、ネットワーク・アクセス・データおよび他の情報を追跡管理することがで
き、そしてＭＩＮを新しい顧客のセルラー電話機セットに割り当てることができる。その
ＭＩＮおよび他のＮＡＭパラメータは集中型データベースによってそのサービス・プロバ
イダーのワークステーションへ返送され、その従業員によってセルラー電話機セットの中
に手動で入力される。これはサービス・プロバイダーおよび顧客の両方にとって煩わしく
費用の掛かる手順である。
【０００５】
従って、ネットワークの中で電波による活性化プロセッサに対して、固定のサポート・ネ
ットワークを通じて、移動局電話機セットから電波によって活性化情報を自動的に回送す
るための方法およびシステムに対するニーズが存在する。その場合、そのＭＡＮモジュー
ルに対する活性化パラメータを準備し、ネットワーク上で自動的にダウンロードし、電波
によってその移動無線セルラー電話機セットに対して送信されるようにすることができる
。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記のニーズは本発明によって満足される。本発明は電波による活性化メッセージがプロ
グラムされていない移動局から、固定のサポート・ネットワークの中の電波による活性化
プロセスに対して自動的に送信されるようにすることができる。その活性化メッセージは
通常の登録メッセージのフォーマットを備えているが、それは電波による活性化プロセッ
サのネットワーク・アドレスに変換することができる特殊な情報を含んでいることによっ
て、移動交換センターにおいて区別される。その移動局の電子シリアル番号がその移動交
換センターに関連付けられているビジター・ロケーション・レジスタの中に記録され、そ
して活性化メッセージが固定のサポート・ネットワーク内の信号転送ポイントに対して移
動交換センターによって回送される。その信号転送ポイントは活性化メッセージの特殊情
報をプロセッサのネットワーク・アドレスに変換する。これと対照的に、通常の登録メッ
セージは移動交換センターによってその移動局に対するホーム・ロケーション・レジスタ
に向けられることになる。信号転送ポイントから、活性化メッセージはその移動交換セン
ターのアイデンティティと一緒に、電波による活性化プロセッサに対して回送される。そ
こでその受信された活性化メッセージに応答して、活性化プロセスが開始される。次に、
電波による活性化プロセッサはその活性化パラメータを移動交換センターへ返送し、移動
交換センターは関連付けられているビジター・ロケーション・レジスタの中に格納されて
いる電子シリアル番号を使って、その移動局に対して活性化パラメータを転送する。
【０００７】
本発明の有利な一実施形態においては、活性化メッセージの中の特殊情報はすべての移動
局に対して同じである電波による活性化機能のＩＤ番号である。その電波による活性化機
能ＩＤ番号はその製造時点においてその移動局の中にプログラムされる。信号転送ポイン
トによる変換時に、単独の値の電波による活性化機能ＩＤ番号は電波による活性化プロセ
ッサのネットワーク・アドレスに変換される。本発明の代わりの一実施形態においては、
活性化メッセージの中の特殊情報はその電波による活性化プロセッサのルーチング・アド
レスそのものである。
【０００８】

10

20

30

40

50

(5) JP 3939397 B2 2007.7.4



本発明の他の代わりの実施形態においては、活性化メッセージの中の特殊情報は「ダミー
ＭＩＮ」と略称されている、移動識別番号に対する順番の通し番号であるダミーの値であ
る。ダミーのＭＩＮは移動局ごとに異なっている。ダミーのＭＩＮは製造の時点で移動局
の中にプログラムされている。信号転送ポイントによる変換の間に、各特殊ダミーＭＩＮ
は電波による活性化プロセッサのネットワーク・アドレスに変換される。ダミーのＭＩＮ
が信号転送ポイントによって有効なＭＩＮと混同される可能性が少しあるので、この実施
形態は活性化メッセージの中の特殊情報が電波による活性化機能ＩＤ番号である場合の実
施形態より不利である。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明は無線通信ネットワークにおいて移動局を活性化するための方法およびシステムで
ある。そのシステムは活性化を要求している移動局にサービスしている移動交換センター
からの登録メッセージの受信に応答して、活性化プロセスを開始するネットワーク内の電
波による活性化プロセスを含む。この活性化プロセスはここでは「ＯＴＡＦ」と呼ばれる
。それは「ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ａｉｒ　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ」（電
波による活性化機能）に対する略称である。
【００１０】
各移動局は電波による活性化を要求することができるようにその製造の時点で格納されて
いる情報のユニットを備えている。その情報のユニットはＯＴＡＦプロセッサのネットワ
ーク・ルーチング・アドレスであるか、あるいは代わりに、それはそのアドレスに変換す
ることができる１つの値である。ＯＴＡＦプロセッサのルーチング・アドレスに変換する
ことができる値を表現するための２つの代替案がある。第１の案は各移動局の中に格納さ
れているＯＴＡＦのＩＤ番号である。同じ値のＯＴＡＦのＩＤ番号がすべての移動局の中
に格納される。第２の案はその移動局識別番号として順次通し番号化されたダミー値、す
なわち、ダミーＭＩＮを格納することである。そのダミーＭＩＮは移動局ごとに異なって
いる。
【００１１】
移動局がネットワークの中で最初にターン・オンされた時、それはネットワーク内でまだ
活性化されていないので、他の加入者と正規の通信セッションを行うことができない。本
発明によると、その移動局はローカルの移動交換センターに対して登録指令を送信するこ
とによって電波による活性化を要求する。その登録指令は上記の３つの代替案、すなわち
、ＯＴＡＦプロセッサのルーチング・アドレス、またはＯＴＡＦのＩＤ番号、またはダミ
ーＭＩＮのうちの１つを含むことになる。
【００１２】
ローカルの移動交換センターは新しい移動局からのほかに、以前に活性化された移動局か
らも登録指令を受信する。以前に活性化された移動局が１つのローカル移動交換センター
のカバーするエリア内に移される場合、その移動局はそれが正規の通信セッションを実行
できる前に、その新しいエリアの中で登録されたものになっていなければならない。以前
に活性化された移動局は、それがローカルの移動交換センターに対して送信する登録指令
の中に、送信する有効なＭＩＮを持っている。その有効なＭＩＮはダミーのＭＩＮと移動
交換センターによって区別されない。両方の場合において、移動交換センターはそのＭＩ
Ｎを含んでいる登録通知メッセージを作成し、それをネットワーク内の信号転送ポイント
（ＳＴＰ）に対して転送する。
【００１３】
本発明によると、信号転送ポイント（ＳＴＰ）の中に、すべてのダミーＭＩＮをＯＴＡＦ
プロセッサのネットワーク・ルーチング・アドレスに対してマップするために変換テーブ
ルが構築されている。そこでは、その登録通知メッセージを受信しているＯＴＡＦプロセ
ッサに応答して、その要求している移動局に対して活性化プロセスが開始される。その移
動交換センターにおいてビジター・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）の中に１つのレコ
ードが生成され、活性化プロセスからの結果の活性化パラメータが、ダミーのＭＩＮ値を
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使って、その移動局へ送り返されるようにすることができる。
【００１４】
代わりに、信号転送ポイント（ＳＴＰ）によって受信された登録通知メッセージの中のＭ
ＩＮが有効なＭＩＮであった場合、その変換テーブルはその登録通知メッセージをホーム
・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）のネットワーク・ルーチング・アドレスに対してマ
ップする。ＨＬＲはその割り当てられた移動局からの登録要求の処理を担当する。この要
求は新しいローカル・サービス・エリア内の以前にプログラムされた電話機の登録に対す
るものだけであり、新しい電話機の活性化のためのものではない。
【００１５】
さらに本発明によると、移動交換センターは活性化を要求するためにＯＴＡＦのＩＤ番号
を使って移動局からの登録指令を認識し、区別することができる。この場合、移動交換セ
ンターは信号転送ポイント（ＳＴＰ）に対して送信するために作成する登録通知メッセー
ジの中に、そのＯＴＡＦのＩＤ番号を挿入する。ＯＴＡＦのＩＤ番号はすべての移動局に
対して同じであるので、すべての登録指令と一緒に送信される移動局の電子シリアル番号
（ＥＳＮ）も、その信号転送ポイントに対して送られる登録通知メッセージの中に含まれ
る。移動交換センターにおいてビジター・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）の中に１つ
のレコードが生成され、活性化プロセスからの結果の活性化パラメータがそのＥＳＮを使
って移動局に対して送り返されるようにすることができる。
【００１６】
本発明によると、信号転送ポイント（ＳＴＰ）の中にＯＴＡＦのＩＤ番号をそのＯＴＡＦ
プロセッサのルーチング・アドレスに対してマップするために変換テーブルが構築されて
いる。登録通知メッセージを受信しているＯＴＡＦプロセッサに応答して、要求している
移動局に対して活性化プロセスが開始される。
【００１７】
本発明の代わりの一実施形態においては、電波による要求ができるように製造の時点にお
いてその移動局の中に格納されている情報のユニットは、ＯＴＡＦプロセッサのネットワ
ーク・ルーチング・アドレスそのものである。この実施形態においては、信号転送ポイン
ト（ＳＴＰ）によってアドレス変換が行われる必要はない。この実施形態においては、移
動交換局はその登録通知メッセージを直接にＯＴＡＦプロセッサへ転送する。その移動交
換センターのアイデンティティおよびその移動局のＥＳＮが登録通知メッセージの中に含
まれている。移動交換センターにおいてビジター・ロケーション・レジスタ（ＶＬＲ）の
中に１つのレコードが生成され、活性化プロセスからの結果の活性化パラメータがＥＳＮ
を使ってその移動局に対して送り返されるようにすることができる。
【００１８】
さらに本発明によると、移動局の加入者は移動局を使ってそのネットワークの中の活性化
センターに対して同時に音声の電話を掛けることができる。その加入者はその活性化セン
ターに対してクレジット情報を提供することができ、加入者はその移動局に対して欲しい
サービス機能のタイプを指定することができる。次に、活性化センターは音声チャネル上
で加入者から受信した情報に応答して、ＯＴＡＦプロセッサに対してオーソライゼーショ
ン・データを送信する。次に、ＯＴＡＦプロセッサはそのオーソライゼーションに応答し
て、活性化プロセスを完了することができる。
【００１９】
ここで図を参照すると、図１は移動局に対して電波による活性化メッセージの配送を制御
する、電波による活性化機能に対するネットワークの基準モデルを示している。移動局１
００は移動局（ＭＳ）およびショート・メッセージ・エンティティ（ＳＭＥ）を含む。移
動局１００は電波によってベース移動局インターワーキング機能（ＢＭＩ）と通信する。
ＢＭＩは基地局ＢＳ１０２、移動交換センターＭＳＣ１０４、およびビジター・ロケーシ
ョン・レジスタＶＬＲ１０６を含む。基地局ＢＳはリンクＡの手段によって移動交換セン
ター、ＭＳＣに接続されている。また、ＭＳＣはリンクＢの手段によってビジター・ロケ
ーション・レジスタ、ＶＬＲに接続されている。また、図１にはホーム・ロケーション・
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レジスタ、ＨＬＲ１０８も示されている。ＨＬＲ１０８は特定の移動電話機１００に対す
るロケーションおよびビジネス・レコードの管理を扱うために割り当てられている。ホー
ム・ロケーション・レジスタ１０８は、移動局１００との電波による通信を現在サービス
しているＢＭＩから地理的に離れた場所にあるのが普通である。ＨＬＲはリンクＤの手段
によってＶＬＲ１０６に接続されている。また、図１には電波による活性化機能ＯＴＡＦ
１１０’も示されており、それはリンクＱ２の手段によって移動交換センター１０４に接
続されており、またリンクＤ２の手段によってホーム・ロケーション・レジスタ１０８に
も接続されている。ＯＴＡＦ機能１１０’は以前に活性化されていなかった移動局１００
からの登録指令に応答して活性化処理を実行し、ＮＡＭパラメータの形式での活性化パラ
メータを移動局１００へダウンロードする。図１に示されているリンクＡ、Ｂ、Ｄ、Ｄ２
、Ｑ２、およびＵＭは１９９６年１月３日発行の標準規格ＴＩＡ　ＩＳ‐４１、改訂版Ｃ
　ＡＮＳＩ投票バージョンの中で定義されているネットワーク・エンティティ間のインタ
ーフェースである。
【００２０】
図２は電波による活性化の物理的アーキテクチャを示している。移動局１００はＩＳ‐１
３６標準を使って、ローカルの基地局１０２と電波によって通信する。この標準規格は１
９９６年３月２１日発行のＴＩＡ　ＩＳ－１３６改訂版Ａの中に記述されている。基地局
１０２、移動交換センター１０２、およびビジター・ロケーション・レジスタ１０６は、
通常はローカル基地局複合体の中に共存している。ＭＳＣ１０４は固定のサポート・ネッ
トワーク上で信号転送ポイント、ＳＴＰ１１４に対して通信する。ＳＴＰ１１４はＭＳＣ
１０４からのメッセージをホーム・ロケーション・レジスタ、ＨＬＲ１０８、または電波
による活性化機能プロセッサ、ＯＴＡＦプロセッサ１１０のいずれかに対して転送する。
基地局複合体におけるＶＬＲ１０６は固定のサポート・ネットワークの中の特定のＨＬＲ
１０８にも直接にアクセスすることができる。また、図２にはＯＴＡＦプロセッサ１１０
に対して、およびＨＬＲ１０８に対して固定のサポート・ネットワークに接続されている
、ビジネス・システムおよび課金システムを含む活性化センター１１２も示されている。
【００２１】
電波による活性化機能においては、ＭＳＣ１０４からＯＴＡＦプロセッサ１１０へ通知が
送られる必要がある。この登録通知はシグナリング・システム７（ＳＳ７）ネットワーク
上でＩＳ‐４１メッセージを経由している。固定のサポート・ネットワークはルーチング
情報がＭＳＣ１０４から適切なネットワーク・ノードへ登録通知を送ることができる必要
がある。そのネットワーク・ノードはこの場合、ＯＴＡＦプロセッサ１１０である。本発
明によると、移動局１００は電波による活性化を要求することができるように、その製造
の時点で情報があらかじめプログラムされている。プログラムされている情報のユニット
はＯＴＡＦプロセッサ１１０のネットワーク・ルーチング・アドレスであるか、あるいは
その代わりにそのアドレスに変換できる値のいずれかである。活性化されていない移動局
１００がネットワークでパワーアップされた時、その移動局はＯＴＡＦプロセッサ１１０
のルーチング・アドレスまたはＯＴＡＦのＩＤ番号、またはダミーのＭＩＮ値の３つのう
ちの１つをあらかじめプログラムされた情報として含む登録指令を、ローカルの移動交換
センター１０４に対して送信することによって、電波による活性化を要求する。次に、Ｍ
ＳＣ１０４はこの情報を電波による活性化機能プロセッサ１１０に対してネットワークを
通じて転送する。
【００２２】
以前に活性化された移動局１００において、すなわち、それは有効な移動識別番号ＭＩＮ
でプログラムされている移動局１００であるが、電波によって送信される登録指令はその
移動局のＭＩＮ、ＩＳ‐１３６移動局ＩＤ（ＭＳＩＤ）で符号化されたその移動局のＭＩ
Ｎを含んでいる（１９９６年３月２１日発行の標準規格ＴＩＡ　ＩＤ１３６バージョンＡ
参照）。ＩＳ‐１３６標準規格はＭＩＮをＭＳＩＤに符号化するための規則を規定してい
る。ＭＳＩＤはＩＳ‐４１標準規格の中で記述されている登録指令のレイヤー２の中で送
られる。通常この動作は、以前に活性化された移動局１００がローカルの移動交換センタ
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ー１０４のカバーするエリア内に移動していて、正規の通信セッションを行うことができ
る前にその新しいエリア内で登録されたものとならなければならない。登録通知はＩＳ‐
４１標準規格の中で規定されているように、ＳＳ７トランスポートの移動通信応用部（ｍ
ｏｂｉｌｅ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐａｒｔ）（ＭＡＰ）のレイヤーの中で搬送され
る。
【００２３】
セルラー電話のネットワークは固定のサポート・ネットワークの中の信号転送ポイント１
１４においてＭＩＮ上のグローバル・タイトル変換（ＧＴＴ）を使って、正規の通信セッ
ションの中でＩＳ‐４１メッセージをホーム・ロケーション・レジスタ、ＨＬＲ１０８へ
回送する。グローバル・タイトル変換（ＧＴＴ）については標準規格ＡＮＳＩ　Ｔ１．１
１２‐１９９２、ＳＳ７、「信号接続制御部分（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐａｒｔ（ＳＣＣＰ）の中で記述されている。ＳＴＰ１１４の中
で「ＭＩＮからＨＬＲ」への変換を規定するために３の変換タイプ値を持つグローバル・
タイトル指示子タイプ２が使われる。グローバル・タイトル・アドレス情報のフィールド
は１０桁（ＢＣＤ符号）のＭＩＮを含んでいる。例えば、ＭＳＣ１０４およびＶＬＲ１０
６は登録通知を信号転送ポイント１１４へ送り、信号転送ポイント１１４はＭＩＮ上でＧ
ＴＴ変換を実行して、固定のサポート・ネットワークの中のポイント・コードおよびサブ
システム番号の形式でＨＬＲに対するルーチングの情報を得る。従って、正規の通信セッ
ションにおいては、登録通知はＭＳＣ１０４およびＶＬＲ１０６から、要求している移動
局１００からの指定されたＭＩＮに応答するＨＬＲ１０８に対して回送される。
【００２４】
移動局１００が以前に活性化されていなかった場合、ＮＡＭパラメータはその移動局に対
してはロードされておらず、そしてその移動局に対する固定のサポート・ネットワーク内
のどのＨＬＲ１０８の中にも対応しているＨＬＲレコードはない。活性化されていない移
動局１００は有効なＭＩＮを記憶していない。その活性化されていない移動局１００が登
録を試みる場合、その移動局に関連付けられている対応するＨＬＲ１０８はない。その移
動局１００の中に有効なＭＩＮがないので、グローバル・タイトル変換は固定のサポート
・ネットワークの中の信号転送ポイント１１４の中で実行することはできない。これは普
通は電波による活性化を防止する。というのは、固定のサポート・ネットワークの中のＯ
ＴＡＦプロセッサ１１０に対してその移動局１００からの電波による活性化の要求を通信
することは、従来の技術においては不可能だからである。従って、ＯＴＡＦプロセッサ１
１０からその移動局１００へＮＡＭの活性化パラメータをダウンロードすることはできな
い。電波による活性化プロセスの間に、ＯＴＡＦプロセッサ１１０はＮＡＭパラメータを
移動局１００に対して配送しなければならない。これを行うためには、電波による活性化
機能プロセッサ１１０はサービスしているＭＳＣ１０４のアドレスを知っていなければな
らず、それに加えて移動局はサービスしているＭＳＣ１０４のＶＬＲ１０６の中に登録情
報を持っていなければならない。本発明によると、移動局１００にはそれらが電波による
活性化を要求できるようにする情報が、製造の時点であらかじめプログラムされる。その
情報のユニットはＯＴＡＦプロセッサ１１０のネットワーク・ルーチング・アドレス、ま
たはその代わりにそのアドレスに変換できる値のいずれかである。ＯＴＡＦプロセッサ１
１０に対するルーチング・アドレスに変換することができる値を表現するための２つの代
替案がある。その１つは各移動局１００の中に格納されているＯＴＡＦのＩＤ番号である
。同じ値のＯＴＡＦのＩＤ番号がすべての移動局１００の中に格納される。第２の代替案
は、移動局識別番号に対する順番に通し番号化されたダミー値を格納することである。こ
のダミーのＭＩＮは各移動局１００ごとに異なっている。
【００２５】
本発明の有利な実施形態において、ＯＴＡＦのＩＤ番号が各移動局１００の中に格納され
る。ＯＴＡＦのＩＤ番号はＢＣＤ符号化を使っている１０桁のＥ．１６４電話番号である
。そのフォーマットは標準規格のＩＳ‐４１桁符号化（ＩＳ‐４１の送信者識別番号の中
で使われているような）に従う。この標準のフォーマットについては、ＣＣＩＴＴのブル
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ー・ブック、第 II巻‐ファシクル（Ｆａｓｃｉｃｌｅ） II．２電話ネットワークおよびＩ
ＳＤＮ‐動作のナンバーリング、ルーチングおよび移動サービス、勧告Ｅ．１６４；「Ｉ
ＳＤＮ時代のためのナンバーリング・プラン」に詳細に記述されている。ＯＴＡＦのＩＤ
番号はＯＴＡＦプロセッサ１１０に対するディレクトリ番号として現われるアドレスであ
るが、ルーチングのためだけに使われ、音声回路をサポートしていないダイヤルできない
番号である。ＩＳ‐１３６標準規格の中の登録指令は電波のインターフェース・メッセー
ジの中にＯＴＡＦのＩＤ番号を含めるために修正される。さらに、移動局１００はそのメ
ッセージを送信している移動局をユニークに識別するためにそのメッセージの中にＭＳＩ
Ｄの値を供給しなければならない。このＭＳＩＤの値はＩＳ‐１３６標準規格の中に規定
されている、移動局１００の電子シリアル番号（ＥＳＮ）を使って作られている。この標
準規格は移動局が有効なＭＩＮを備えていない場合にどのようにしてＭＳＩＤが作られる
べきかを規定している。
【００２６】
電波のインターフェース登録指令の受信時に、ＭＳＣ１０４およびＶＬＲ１０６はその移
動局１００からの電波のインターフェース登録指令の中に供給されている情報を使って、
ＩＳ‐４１の登録通知メッセージを作る。ＭＳＣ１０４は移動局１００がＯＴＡＦのＩＤ
番号を供給したことを認識し、従って、ＭＩＮフィールドは登録通知メッセージの中には
記入されない。ＯＴＡＦのＩＤ番号はＩＳ‐４１メッセージの移動通信応用部（ｍｏｂｉ
ｌｅ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐａｒｔ）（ＭＡＰ）信号接続制御ポイント（Ｓｉｇｎ
ａｌｌｉｎｇ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔ）（ＳＣＣＰ）レイ
ヤーの中に含まれている。そのＳＣＣＰレイヤーは刊行されている標準規格ＡＮＳＩ　Ｔ
１．１１２　シグナリング・システム第７号（ＳＳ７）‐信号接続制御ポイント（ＳＣＣ
Ｐ）の中で記述されている。次に、ＭＳＣ１０４およびＶＬＲ１０６はその登録通知メッ
セージを固定のサポート・ネットワークの中の信号転送ポイント１１４に対して送信する
。ＶＬＲ１０６はＥＳＮおよびその移動局１００に対するＭＳＩＤを使って移動局１００
のレコードを生成する。
【００２７】
ＳＴＰ１１４は登録通知メッセージを受信し、そしてＯＴＡＦ１１０の固定されているサ
ポート・ネットワークのアドレスを得るために、ＯＴＡＦのＩＤ番号についてグローバル
・タイトル変換（ＧＴＴ）を実行するべきであることを認識する。新しい変換タイプが「
ＯＴＡＦのＩＤ番号からＯＴＡＦのプロセッサへの」変換のために使われなければならな
い。ＳＴＰ１１４はＯＴＡＦのＩＤ番号を固定のサポート・ネットワークの中のＯＴＡＦ
プロセッサ１１０に対するルーチング・アドレス情報（ＰＣ／ＳＳＮ）に変換し、登録通
知メッセージがＯＴＡＦプロセッサ１１０へ転送される。
【００２８】
本発明によるこのルーチングのメカニズムによって、移動識別番号ＭＩＮを移動局１００
の中に備えている必要なしに登録通知メッセージをルーチングすることができる。
【００２９】
図３の情報の流れ図はＯＴＡＦのＩＤ番号についてのグローバル・タイトル変換を使って
いる、活性化登録のための電波による活性化登録の流れを示している。この図は時間を表
している垂直軸および移動局１００（ＭＳというラベルが付いている）、移動交換センタ
ー１０４（ＭＳＣのラベルが付いている）、信号転送ポイント１１４（ＳＴＰのラベルが
付いている）、およびＯＴＡＦプロセッサ１１０（ＯＴＡＦのラベルが付いている）の間
を通過しているメッセージを表している水平軸によって構成されている。加入者が移動局
ＭＳの電源を投入すると、その移動局は図３の中でシステム・オーバヘッドとして示され
ている、基地局からのチャネル割り当てを得るための収集フェーズに入る。次に、移動局
ＭＳはＯＴＡＦのＩＤ番号（図３の中で「ＯＴＡＦのＩＤ」として示されている）を含ん
でいるＭＳＣ１０４に対してＩＳ‐１３６登録指令（メッセージＡ）を送信する。
【００３０】
次に、ＭＳＣ１０４はエアー・インターフェースから登録指令（メッセージＡ）を受信し
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、図３の中の「ＲＥＧＮＯＴ」として識別されているＩＳ‐４１登録通知（メッセージＢ
）をフォーマットする。ＭＳＣ１０４はそのＲＥＧＮＯＴをルーチングのためにＳＴＰ１
１４に対して送信する。
【００３１】
次に、ＳＴＰ１１４はＯＴＡＦのＩＤ番号（ＯＴＡＦ　ＩＤ）についてグローバル・タイ
トル変換を実行し、ＲＥＧＮＯＴ（メッセージＣ）をＯＴＡＦプロセッサ１１０へ回送す
る。
ＯＴＡＦプロセッサ１１０はＲＥＧＮＯＴを処理し、ＲＥＧＮＯＴの戻された結果（メッ
セージＤ）をＭＳＣ１０４へ返す。
【００３２】
図３は移動局ＭＳが音声コネクションを固定のサポート・ネットワークに対して発信しよ
うとするＭＳ発信の試みも示している。同時の音声発信試行および登録指令が図３の中で
示されているメッセージＥ、Ｆ、Ｇ、およびＨの４ステップ・シーケンスで発生する。そ
れぞれは図３に対して以前に説明されたメッセージＡ、Ｂ、Ｃ、およびＤの４ステップ・
シーケンスと同じである。
【００３３】
図４ＡはＯＴＡＦのＩＤ番号を使って電波による活性化を実行するための動作ステップの
シーケンスのフローチャートを示している。ステップ４０２は製造の時点で新しい移動局
１００に電波による機能ＩＤ番号をプログラムすることによって開始される。
【００３４】
図４Ａの中のステップ４０４はネットワークの中で初めて電源が投入された移動局１００
を示している。次に、ステップ４０６において、移動局１００はＯＴＡＦのＩＤ番号およ
びＥＳＮを含めるために登録指令メッセージを作成する。次にステップ４０８によって、
移動局１００は基地局および移動交換センターに対して電波による登録指令を送信する。
【００３５】
図４Ａのステップ４１０において、移動交換センター１０４はそのＯＴＡＦのＩＤ番号を
検出し、それをＥＳＮと一緒に登録通知メッセージの中に挿入し、それをＳＳ７ネットワ
ークの中のＳＴＰ１１４に対して送信する。また、ＭＳＣ１０４はそのＥＳＮをＶＬＲ１
０６の中のＶＬＲレコードの中にも入れる。
【００３６】
次に図４Ａのステップ４１２はＯＴＡＦのＩＤ番号をそのＯＴＡＦプロセッサ１１０のル
ーチング・アドレスに変換するＳＴＰ１１４を示している。ＳＴＰはその登録通知メッセ
ージをネットワーク内のＯＴＡＦプロセッサ１１０に対して送信する。
【００３７】
図４Ａのステップ４１４において、ＯＴＡＦプロセッサ１１０は移動局１００に対する活
性化プロセスを起動する。ステップ４１６において、ＯＴＡＦプロセッサ１１０はその移
動局に対するＮＡＭパラメータの形式での活性化パラメータを移動交換センター１０４へ
送り返す。
【００３８】
次に図４Ａのステップ４１８において、移動交換センター１０４および基地局１０２はＶ
ＬＲ１０６の中のＶＬＲレコードを使って移動局１００に対する電波による活性化パラメ
ータを送信し、どの移動局１００がその活性化パラメータを受信することを意図している
かを識別する。
【００３９】
図４Ｂは図４Ａの中に示されている方法のバリエーションのフローチャートであり、その
中でステップ４１４’ではＯＴＡＦプロセッサ１１０が移動局１００に対する活性化プロ
セスを起動し、次に図２に示されているビジネス・オフィス活性化センター１１２からの
オーソライゼーションを待つ。
【００４０】
図４Ｂのステップ４１５では、移動局の加入者により、電波によって音声径路が確立され
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る。移動局の加入者は「１‐８００‐ＡＣＴＩＶＡＴＥ」などの特殊なダイヤル番号を使
って、キャリヤのビジネス・オフィス活性化センター１１２に対して電波による呼出しを
同時に行う。加入者はビジネス・オフィス活性化センター１１２に対してクレジット情報
を提供することができ、そしてその移動局に対して要求されているサービス機能のタイプ
を指定することができる。次に、ビジネス・オフィス活性化センター１１２はオーソライ
ゼーション・データをＯＴＡＦプロセッサ１１０に対して送信する。
【００４１】
図４Ｂのステップ４１６’では、ＯＴＡＦプロセッサ１１０が活性化プロセスを完了し、
その移動局に対する活性化パラメータを移動交換センター１０４へ送り返す。次に、図４
Ｂのステップ４１８では移動交換センター１０４および基地局１０２が電波による活性化
パラメータを移動局１００に対して送信する。
【００４２】
図５は本発明の代わりの一実施形態に対する動作ステップのシーケンスのフローチャート
を示している。その中で新しい各移動局１００は製造の時点で順番に通し番号化されたダ
ミーのＭＩＮ移動局ＩＤ番号でプログラムされている。これは図５のステップ５０２の中
に示されている。ステップ５０４では移動局１００がネットワークの中で初めてそのユニ
ットの電源を投入する。ステップ５０６では、移動局１００がダミーのＭＩＮを含めるた
めに登録指令メッセージを作成する。ステップ５０８では、移動局１００が電波による登
録指令を基地局および移動交換センター１０４に対して送信している。
【００４３】
図５のステップ５１０では、ＭＳＣ１０４がダミーのＭＩＮ付きの登録通知メッセージを
作成している。この動作はその移動局１００が以前に活性化された移動局に対する正規の
登録を要求しているのと同様に、移動交換センター１０４はダミーのＭＩＮと有効なＭＩ
Ｎとの間の違いを区別することができないでいる。次に、移動交換センター１０４は登録
通知メッセージをＳＳ７ネットワークの中のＳＴＰ１１４に対して送信する。ＭＳＣ１０
４はダミーのＭＩＮをＶＬＲ１０６の中のＶＬＲレコードに入れる。ステップ５１２にお
いて、ＳＴＰ１１４はすべてのダミーのＭＩＮをＯＴＡＦプロセッサ１１０のルーチング
・アドレスに変換する。順番に通し番号化された複数のダミーのＭＩＮの値のすべてがＳ
ＴＰ１１４によって単独のＯＴＡＦプロセッサの固定のサポート・ネットワーク内のアド
レスに変換される。次に、ＳＴＰ１１４は登録通知メッセージをＯＴＡＦプロセッサ１１
０に対して送信する。
【００４４】
次に図５のステップ５１４では、ＯＴＡＦプロセッサ１１０が移動局１００に対する活性
化プロセスを起動する。ステップ５１４において、ＯＴＡＦプロセッサ１１０はその移動
局に対する活性化パラメータをＭＳＣ１０４へ送り返す。
【００４５】
次にステップ５１８において、ＭＳＣ１０４および基地局１０２はＶＬＲ１０６の中のＶ
ＬＲレコードを使って、移動局１００に対して電波による活性化パラメータを送信し、そ
のダミーのＭＩＮによってその活性化パラメータに対する受信者となることが意図されて
いる移動局１００を識別する。
【００４６】
図６は新しいサービス・エリア内での登録を求めている、有効なＭＩＮを持っている以前
に活性化された移動局１００に対する動作ステップのシーケンスのフローチャートである
。
【００４７】
ステップ６０２において、以前に活性化された移動局１００が新しいサービス・エリアの
中で登録を求める。ステップ６０４においてその移動局１００はネットワーク内でそのユ
ニットの電源を投入する。ステップ６０６において、移動局１００は有効な移動識別番号
（ＭＩＮ）を含めるために登録指令メッセージを作成する。ステップ６０８において、移
動局１００はその登録指令を電波によって基地局１０２およびＭＳＣ１０４に対して送信
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する。ステップ６１０において、ＭＳＣ１０４は有効なＭＩＮを持つ登録通知メッセージ
を作成し、それをＳＳ７ネットワークのＳＴＰ１１４に対して送信する。また、ＭＳＣは
ＶＬＲ１０６の中のＶＬＲレコードの中に有効なＭＩＮを入れる。ステップ６１２におい
て、ＳＴＰ１１４はその有効なＭＩＮを移動局１００に対して割り当てられているＨＬＲ
１０８のルーチング・アドレスに変換する。ＳＴＰ１１４はその登録通知メッセージをＨ
ＬＲ１０８に対して送信する。ステップ６１４において、ＨＬＲ１０８はその新しいサー
ビス・エリアに対して移動局に対する登録プロセスを起動する。ステップ６１６において
、ＨＬＲ１０８はＭＳ１００に対する新しい登録情報をＭＣＳ１０４へ送り返す。ステッ
プ６１８において、ＶＬＲ１０６はその新しい登録情報を更新し、そしてそのＶＬＲレコ
ードを使ってその移動局１００に対してローカルのサービスを開始する。
【００４８】
図７はＳＴＰ１１４とその変換テーブル７００を示しており、順番に通し番号化された異
なる値の複数のダミーＭＩＮが、変換７０２において単独のＯＴＡＦアドレスにどのよう
にして変換されるかを示している。図７はダイヤルされる番号の形式での入力式のいくつ
かを、シグナリング・システム７（ＳＳ７）のネットワーク・アドレスに変換する例を示
している。例えば、変換テーブル７００へ入力されるダイヤルされた番号「９１１」の入
力は緊急サービスのＳＳ７ネットワーク・アドレスに変換される。もう１つの例として、
変換テーブル７００に対するダイヤルされた番号「１‐８００‐ＡＣＴＩＶＡＴＥ」入力
は図２に示されているビジネス・オフィス活性化センター１１２のＳＳ７ネットワーク・
アドレスに変換される。別の例として、変換テーブル７００への有効なＭＩＮ「ＶＡＬＩ
Ｄ　ＭＩＮ‐５」入力に対するダイヤルされた番号の形式は、そのＭＩＮに対するＨＬＲ
‐５のホーム・ロケーション・レジスタのＳＳ７ネットワーク・アドレスに変換される。
もう１つの別の例として、変換テーブル７００への有効なＭＩＮ「ＶＡＬＩＤ　ＭＩＮ‐
６」入力に対するダイヤルされた番号のフォーマットは、その異なる有効なＭＩＮに対す
る異なるＨＬＲ‐６のホーム・ロケーション・レジスタのＳＳ７ネットワーク・アドレス
に変換される。本発明によると、すべてのダミーＭＩＮは変換テーブル７００の中で変換
７０２によってＯＴＡＦプロセッサ１１０のネットワーク・アドレスに変換される。さら
に本発明によると、ＯＴＡＦのＩＤ番号は変換テーブル７００によって、ＯＴＡＦプロセ
ッサ１１０のＳＳ７ネットワーク・アドレスに変換される。
【００４９】
図８ＡはあらかじめプログラムされたＯＴＡＦのＩＤ番号８１０を持っているか、あるい
はあらかじめプログラムされたダミーのＭＩＮ　８３２を持っている移動局１００の回路
図を示している。移動局１００は高周波の送信回路および受信回路、ディジタル回路、お
よび音声回路を含む。移動局１００はまたＯＴＡＦプロセッサ１１０から電波によってダ
ウンロードされた後のＮＡＭレジスタ内のＮＡＭパラメータを格納するＲＡＭメモリ８０
６をも含む。また、移動局１００は製造の時点でＥＳＮおよびＯＴＡＦのＩＤ番号８１０
によってプログラムされている、プログラマブルな読出し専用メモリ（ＲＯＭ）８０８も
含む。本発明の代わりの実施形態においては、移動局１００は代わりに製造の時点でＥＳ
Ｎによって、および順番に通し番号化されたダミーのＭＩＮ８３２によってプログラムさ
れている、プログラム可能なＲＯＭ８３０（図８Ａの中で点線で示されている）を代わり
に含む。
【００５０】
図８Ｂは複数の移動局１００、１００’および１００”のすべてが、同じＯＴＡＦのＩＤ
番号８１０によってどのようにあらかじめプログラムされるかを示している。
【００５１】
図８Ｃは代わりの実施形態における複数の移動局１００、１００’、および１００”が互
いに異なるダミーのＭＩＮ値８３２、８３２’、および８３２”によってどのようにあら
かじめプログラムされるかを示している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるネットワーク参照モデルを示す図である。
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【図２】電波による活性化ネットワークの物理的アーキテクチャを示す図である。
【図３】本発明による電波による活性化登録のための情報の流れを示す図である。
【図４Ａ】ＯＴＡＦのＩＤ番号を使っている電波による活性化のための本発明の１つの有
利な実施形態のための方法の流れを示す図である。
【図４Ｂ】図４Ａのフローチャートの変形であり、キャリヤの事業オフィスに対して電波
によって同時に音声径路を提供するためのステップを追加していることを示す図である。
【図５】本発明の代わりの一実施形態に対する方法のフローチャートであり、順番に通し
番号化されているダミーのＭＩＮが、電波による活性化プロセスにおいて使われているこ
とを示す図である。
【図６】新しいサービス・エリアにおいて登録を求める、以前に活性化された移動局に対
する、本発明の方法の流れを示している図である。
【図７】本発明によるネットワーク信号転送ポイントをブロックで示す図である。
【図８Ａ】移動局の機能的ブロックを示す図である。
【図８Ｂ】それぞれが同じＯＴＡＦのＩＤ番号をその中に格納している、複数の移動局を
示す図である。
【図８Ｃ】それぞれが異なるダミーＭＩＮを格納している、複数の移動局を示す図である
。
【符号の説明】
１００　移動局
１０２　基地局
１０４　移動変換センター
１０６　ビジター・ロケーション・レジスタ
１０８　ホーム・ロケーション・レジスタ
１１０　ＯＴＡＦプロセッサ
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ Ａ 】 【 図 ４ Ｂ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ Ａ 】

【 図 ８ Ｂ 】

【 図 ８ Ｃ 】
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